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高等学校等就学支援金（家計急変支援制度）について 

 

 概  要  ・保護者等の負傷・疾病による療養や自己の責めに帰することのできない理由による離職

などで，従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援します。 

・通常の就学支援金の対象にならない方や、支給限度額まで支給されていない方は、要件

を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。 

※現在すでに支給限度額を受給している（授業料に相当する額を受給している）方は、

支給額が変更とならないため申請は不要です。 

 対  象  

 

 申請方法  受付は随時おこないますので，学生課学生係へご相談ください。 

詳細については，文部科学省HPをご確認ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01754.html 
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